
４．校名案の選定方法等について

事務局

リスト化

応募作品を事務局において整理（リスト化）し、全ての応募作品を提示する

総務部会

選定

『各候補の選定基準等について』をふまえ、総務部会において各校５案程度を選定する＊

【各候補の選定基準等について】
・わかりやすく、愛着や誇りがもて、広く受け入れられるもの
・選定の理由、根拠を明確に示すことができるもの

協議会

選定

開校準備協議会において総務部会が選定した校名候補を承認し、教育委員会へ報告する

教育

委員会

決定

開校準備協議会から報告された各校５案程度の校名案について、協議会内で議論された意見
を参考に、教育委員会で各校１つ校名案を決定する

＊選定方法は協議を基本とするが、最終的には各委員の想い
（候補名が良いなどの理由）を聴き、投票をおこなう場合もある。

【資料４】


